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３
回

と　き　９月３０日（金）
午後６時30分～午後９時
70分ほどの講演のあと、質疑応答を行います。

ところ　きゅりあん5F
第二講習室

（JR京浜東北線「大井町」駅すぐ。地図参照）

講　師　高山俊吉さん

（弁護士。憲法と人権の日弁連をめざす会
裁判員制度はいらない大運動呼びかけ人）

主催：とめよう戦争への道！百万人署名運動・東京南部連絡会
共催：とめよう戦争への道！百万人署名運動・千代田中央こん談会
連絡先：品川区大井1-34-5河野ビル3F なんぶユニオン
TEL&FAX.03-3778-0717　nanbuunion@yahoo.co.jp
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● JR京浜東北線「大井町駅」中央改札より徒歩１分
●東急大井町線「大地町駅」より徒歩３分
●りんかい線「大井町駅」A1出口より徒歩３分
★ビル２階がヤマダ電機（LABI）店舗になっている建
物の５階です。２階奥にきゅりあん会議室直通エレベー
ターがあり、LABI の営業時間（10～ 22時）内は店
内を通り抜けられます。

資料代500円



高山俊吉（たかやましゅんきち）さんのプロフィール
都立一橋高校を経て東京大学法学部卒
１９６９年　東京で弁護士活動を始める
１９８４年　青年法律家協会事務局長
１９８５年　青年法律家協会議長
１９８７年　東京大学教養学部非常勤講師
１９９３年　日本民主法律家協会副理事長
１９９７年　交通法科学研究会事務局長
１９９９年　憲法と人権の日弁連をめざす会代表

◎主な著書
「最新！まんがでわかる道交法」（集英社　1994年）
「裁判員制度はいらない」（講談社　2006年　2009年に講談社＋α文庫に収録）

◎日弁連会長選で5000票
２０００年から日弁連会長選挙に立候補して戦う。今年２月の会長選では、改憲阻止や裁判
員制度の廃止などを訴え、自民党と共産党が野合した候補と闘い、約5000票を獲得した。

上の写真は、裁
判員制度の廃止
を求めて最高裁
へデモ行進

←文庫本になっ
た「裁判員制度
はいらない」本

　

制度ゆるがした「声かけ事件」
　今年 5月 10日、福岡地裁小倉支部にかかっていた裁判
員裁判（殺人未遂、被告人は特定危険指定暴力団「工藤会」
系組幹部）で、被告人の知人らしい男 2人が裁判員に「よ
ろしく」などと声をかけていた。裁判所は判決期日を延期、
２カ月近く審理を中断させた上、裁判官だけで裁判を行う
ことを決定した（7月 13日）。
　「事件」発覚直後、小倉支部は箝口令（かんこうれい）
を敷く一方、最高裁は裁判員の安全確保を全国の裁判所に
指示し、小倉支部は公用車による送迎を開始した。福岡県
警は男2人を裁判員法違反（請託、威迫）の疑いで逮捕した。
裁判所・検察庁・警察の超高密度の連携対応であった。
　メディアは一斉に制度の危機を前面に押し出した。『読
売』6/8 社説は「制度の根幹が揺らぎかねない」、『朝日』
7/20 社説は「制度の意義再確認を」、地元小倉の地域新聞
『小倉タイムス』6/21 の見出しは「裁判員制度　終焉の鐘」
であった。裁判員就任を厭（いと）う気分はこれで期を画
して広がろう。

裁判員拒否は改憲反対と一体
　声かけ事件から間もなく開かれた前橋地裁の裁判員裁判
（強盗殺人等。7月 20日に死刑判決が言い渡された）では、
候補者に選定された 200 人のうち出頭したのはわずか 20
人だった。裁判員制度に対する国民の拒絶はもはや極点に
達している。裁判員をやりたくないという回答が 83％を

超えたという最高裁アンケート結果にぴったり符合する。
　この国の秩序を守る任務を国民に科し、処罰の脅しで裁
判所に動員する「現代の赤紙」裁判員裁判。制度に対する
国民の反発は、改憲と戦争という危険な時代への対決と表
裏一体の関係にある。私たちがこの制度に徹底的に反対し
拒絶を主張する理由は、この制度が国民に改憲受容の意識
を醸成させることを謀（はか）るものだからである。
　安倍首相は、選挙後、参院選中は徹底的に抑えていた改
憲論を一転して声高に叫んだ。符節を合わせ、経済同友会
や経団連も改憲論議に踏み出す方針を明らかにした。いよ
いよ改憲勢力と国民の真向対決の秋が来た。

粉砕する力は国民自身にある
　「3分の 2」とはいったい何のラインだったのか。選挙
で「改憲可能議席」を取らせないことを目標とすることは、
取られてしまったら少なくともとりあえず相手に勝利を許
したことを意味する。そのような戦略設定思想ほど議会内
決着の反国民主義はない。民進党や共産党の意気消沈は私
たちの闘いとは無縁である。
　全政党が賛成して裁判員制度が始まった。しかし、圧倒
的な国民の拒絶の行動が現に制度を破たんに追い込んでい
る。改憲について国会のいかなる勢力がどのような立場を
とるかなどという「議席数論議」に私たちは関心を寄せな
い。間違ったもくろみを粉砕する力はほかの誰でもない国
民自身が持つ。
　朝鮮半島では米最新ミサイル防衛システム「サード」の
配備先が決まり、脅威への対応策と称する戦争準備が公然
と進められている。しかしその一方で、当の朝鮮半島はも
ちろん、欧米各地をはじめ世界のあらゆる地域で反戦の運
動がかつてなく高まっている。私たちは思いをあらたにし
て、戦争を絶対に許さない行動の先頭に立とう。
（『百万人署名運動全国通信』225号への寄稿から抜粋）

裁判員制度の終
しゅうえん

焉のとき
　時代を根底から変えるとき

高山俊吉さん（裁判員制度はいらない大運動）


